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研究要旨 

 CBRNE テロ災害の中でも、生物テロ災害に関する検討を行った。生物テロ対策は、2001

年の米国炭疽菌郵送テロ事件以来、目立った事例は認められないものの、発生時の社会的イ

ンパクトは非常に大きく、マスギャザリングイベントを控えて備えるべき脅威の一つであ

る。生物テロ等公衆衛生危機への保健省関係者のグローバルネットワークである世界健康

安全保障行動グループの活動が改組され、バイオロジカルワーキンググループが新たに発

足し、生物テロ事象等感染症に関してより専門的な知見から意見交換する枠組みが形成さ

れた。COVID-19の発生により、同枠組みでも COVID-19に関する議題で議論されてきたが、

2021 年度より生物テロに関する議論が再開され、これらの国際的議論の情勢を国内にフィ

ードバックした。COVID-19の生物テロ対策への教訓を検討し、COVID-19は、さまざまな感

染症の基本対策とサージキャパシティの構築に寄与し、また基本的な感染管理が関係諸機

関に浸透した点が生物テロ対策に寄与した一方で、新規感染症の報告体制や法執行機関と

の連携、自然発生とテロによる発生のリスク認知のギャップ、リスクコミュニケーション、

拡充された体制の維持に課題があることを指摘した。 

Ａ．研究目的 

 東日本大震災以降、危機における国の

役割の強化が課題である。今後多くのマス

ギャザリングイベントを控え、CBRNE を用い

た災害、テロのようなリスクの増大もあり、

厚生労働省の健康危機管理・テロリズム対

策の医療・公衆衛生の強化は喫緊の課題で

ある。特に生物テロ対策は、2001 年の米国

炭疽菌郵送テロ事件以来、目立った事例は

認められないものの、発生時の社会的イン

パクトは非常に大きく、マスギャザリング

イベントを控えて備えるべき脅威の一つで

ある。 

世界健康安全保障行動グループ（GHSAG）

は、G７とメキシコ、WHO、EC の保健大臣級

による生物・化学・核・放射線テロ及び感染

症パンデミック等公衆衛生危機対応への連

携を目的としたグローバルネットワークで

ある世界健康安全保障イニシアチブ（GHSI）

のもとに組織された実務者レベルの会合で

ある。従来この中の、リスク管理・コミュニ

ケーションワーキンググループがリスク管

理全般のテーマの一つとして、生物テロ・感

染症事例（新型インフルエンザを除く）を扱

ってきたが、令和元年 12 月にバイオロジカ

ルワーキンググループ（GHSAG BioWG）に改

組され、主に呼吸器感染以外の感染症・生物
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テロ問題を扱うグループになった。このよ

うな国外の専門家ネットワークを通じた科

学的・政策的知見を集約し、各国政策・実事

例の分析、結果を国内製作にフィードバッ

クすることは極めて重要である。本研究で

は、主に生物テロ対策について、GHSAG BioWG

で得られた当該問題への政策課題等につい

て、情報還元と、本邦における改善点を提案

することを目的とする。また、明らかにされ

た課題・改善点に継続的に対応していくた

めに、本邦の健康危機管理対応に資する人

材強化事項を検討する。 

 

Ｂ．研究方法 

① GHSAGを通じて、参加国における CBRNEテ

ロ災害・マスギャザリングに関する科学

的・政策的知見の状況を把握した。グルー

プの活動には、定期的な電話会合及び年

２回程度の対面会合への参加を通じて行

い、情報の収集と分析、政策・人材育成強

化に向けた課題と改善点のフィードバッ

クを実施した。 

② 公衆衛生を担当する組織及び行政執行機

関が発出した通知・通達、活動マニュアル、

ＨＰ等におけるCOVID-19に関する対応

を振り返り、バイオテロ対策に繋がる教

訓を抽出し、課題を検討した。 

 

（倫理面への配慮） 

 政策課題を扱う研究であり該当しない。 

 

Ｃ．研究結果 

① GHSAG BioWG会合は、３年間で関係会合が

計９回行われた。うち当初の２回は新グルー

プ発足に関する会合、５回は COVID-19に関す

る会合、最近の２回が生物テロ対応に関する

会合であり、生物テロに関する議論の進捗に

乏しかったが、再度シナリオに基づく演習と

SOPの開発に向けて、国際連携をおこなってい

くことが確認された。 

② COVID-19対策は、社会全体の感染症に対

するレジリエンスを大幅に強化する結果とな

ったと考えられる。さまざまな感染症の基本

対策とサージキャパシティの構築に寄与し、

また基本的な感染管理が関係諸機関に浸透し

た点が生物テロ対策に寄与すると考えられた。

一方で、新規感染症の報告体制や法執行機関

との連携、自然発生とテロによる発生のリス

ク認知のギャップ、リスクコミュニケーショ

ン、拡充された体制の維持に課題があると考

えられた。 

 

Ｄ．考察  

GHSAGの活動は、BioWGの関係者の多くが新型

コロナ対応に動員され、生物テロ対応に関す

る議論を継続することは困難であったが、よ

うやく本来の活動である生物テロに関する対

応の検討を戻していく方向性が再確認され、

令和４年度より本格的に活動再開するための

準備が行われた。 

COVID-19 への対応は、自然発生の感染症

への対応であったことから、バイオテロで必

要となるであろう、高病原体に曝露された患

者の搬送・検査・治療、そのための警察や消防

の連絡・連携体制、事案現場の交通封鎖及び現

場保存、サンプリング、適切な除染の実施、テ

ロ実行者に繋がるプロファイリング、国民に

対する情報発信の要領などは、新型コロナウ

イルス感染症（COVID-19）のための「実地訓

練」では十分ではないことを理解しておかな

ければならない。 

COVID-19 対応からの生物テロへの教訓を

フィードバックしつつ、より生物テロを中心

としたグローバルな感染症問題について、専

門的な議論を行う機会を探っていく必要があ

る。 
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Ｅ．結論 

COVID-19 の発生により、同枠組みでも

COVID-19 に関する議題で議論されてきたが、

2021 年度より生物テロに関する議論が再開

された。COVID-19 の生物テロ対策への教訓

を検討し、COVID-19 は、さまざまな感染症の

基本対策とサージキャパシティの構築に寄与

し、また基本的な感染管理が関係諸機関に浸

透した点が生物テロ対策に寄与した一方で、

新規感染症の報告体制や法執行機関との連携、

自然発生とテロによる発生のリスク認知のギ

ャップ、リスクコミュニケーション、拡充され

た体制の維持に課題があることを指摘した。 
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